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（目  的） 

第 1条 非常勤講師（労働契約法第18条第1項の規定によって無期労働契約に転換した者を 

含む。）に関する必要事項については、教員任免規程及び任期制教員に関する規 

程によるもののほか、本規程の定めるところによる。 

（雇  用） 

第 2条 非常勤講師の雇用期間は当該年度1カ年以内とする。 

   2 次年度以降に雇用する場合は改めて雇用する。 

3  本学における連続する雇用は、10年を上限とする。 

（雇用の手続） 

第 3条 非常勤講師の雇用は教員任免規程による。 

（嘱任期間満了） 

第 4条 非常勤講師との雇用契約は、その雇用期間の満了によって終了する。 

（雇用契約を更新しない場合の基準） 

第 5条 非常勤講師との雇用契約を更新しない場合の基準は、次の各号のいずれかに該当 

する場合とする。 

一 契約締結当初から、連続する雇用期間の上限を設けており、当該上限に当る 

場合 

二 前回の契約更新時に、更新しないことについて合意していた場合 

三 担当業務を終了または中止した場合 

四 担当業務に関連するプログラム、プロジェクト等の事業を廃止または縮小 

した場合 

五 本学の経営状況の悪化により、更新を行うことが困難な場合 

六 担当業務を遂行する能力が十分ではない場合 

七 当該雇用期間中において懲戒処分を受けている場合 

八 職務命令に違反する行為を行った場合または無断欠勤をしたこと等勤務成績 

が不良の場合 

九 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がある場合 

十 その他前各号に準ずる客観的かつ合理的な事由がある場合 

（雇用年令） 

第 6条 非常勤講師の雇用は67才までとする。 

    ただし、67才に達した当該年度の末日まで延長することができる。 

     2 特に必要と認めた場合、前項の規定に拘わらずこれを延長することができる。 

（無期労働契約転換者） 
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第 7条 労働契約法第18条第1項の規定によって無期労働契約に転換した者の定年は、67才 

とする。ただし、67才に達した当該年度の末日をもって退職する。 

なお、当該定年年齢に達した日以後に無期労働契約に転換した者については、無 

期労働契約に転換した日を当該定年年齢に達した日とみなし、当該年度の末日を 

もって退職する。 

2 無期労働契約に転換した者については、有期労働契約を前提とする第2条、第4条、 

第6条の規定は適用しない。 

3  無期労働契約に転換した非常勤講師の担当する授業の内容、日時、コマ数は、 

大学がカリキュラム編成、時間割編成、学生のニーズ、経営状態等を考慮し決定 

するものであり、前年の担当内容等の継続を保証するものではない。 

（勤務時間等） 

第 8条 非常勤講師の勤務時間は当該出勤日の担当授業開始時刻から授業終了時刻までと 

する。 

2 勤務日、休日については、学事日程に基づき嘱任された授業科目による。 

3 休憩、休暇については、法令の定めるところによる。 

（勤務内容） 

第 9条 非常勤講師は、嘱任された科目について、授業およびこれに付随する業務を行う。 

（給  与） 

第10条 非常勤講師の給与は担当時間数に応じて支給する時間給（コマ単価）とし、毎月 

末日に締め、 翌月25日に支給する。 

   2 通勤手当として最も経済的かつ合理的と認められる交通手段及び通勤経路により 

本人の申告をもとに本学が決定し、実費を翌月の給与支給日に支給する。。 

（その他手当・退職金） 

第11条 その他手当ならびに退職金は支給しない。 

（改  正） 

第12条 この規程の改定は、教授会の審議を経て理事会が決定する。 

 

      附  則 

この規程は、平成6年4月1日から施行する。 

 

      附  則 

１ この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

２ 第2条の3項の規定は、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約について適用する。 

 

      附  則  

この規程は、平成31年4月1日から施行する。 
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      附  則  

この規程は、令和3年4月1日から施行する。 

 


